
令和８年２月 

各 位 

 

南信州広域連合 飯田環境センター 

 

 

 

桐林クリーンセンター解体工事における工期延長等について 

 

 

平素より、桐林クリーンセンター解体工事にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

現在、解体工事を進めておりますが、当初予定していた工期内での完了が困難となったため、工期

を延長させていただくこととなりました。 

引き続き、できる限り早期の完了を目指し、安全に十分配慮しながら作業を進めてまいります。何

卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、変更内容は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

１ 工期変更 

当初：令和６年６月28日 から令和８年２月28日まで 

  →変更：令和６年６月28日 から令和８年３月27日まで 

 

 

２ 変更理由 

管内で解体工事が増え、コンクリートガラ処分場の受入れが限界に達したため、本工事で発生す

る処分量を当初計画どおり処理することが不可能となりました。遅れを取り戻すことは困難であり、

その結果、工期は約１か月遅延する見込みとなりました。 

   

 

３ 解体殻の新たな搬出先 

これまでの処分先に加え、３つの処分先（飯島町、伊那市、天龍村）を追加し、工期内での完了に 

努めてまいります。 

   

 

 

 

 

  



４ 解体スケジュール 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 追加した搬出先への経路図 

 

＜搬出経路＞ 

飯島町・伊那市方面へ搬出する場合は国道151号から上川路交差点を経て県道233号を北上し、 

天龍村方面へ搬出する場合は国道151号を南下する。 
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